
  

一 

令和 8 年 3 月 31 日（火曜日） 千 葉 県 報 号外第３５号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

病
院
局
管
理
規
程 

○ 

千
葉
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

千
葉
県
病
院
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 
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○ 

千
葉
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

病

院

局

管

理

規

程 

 

千
葉
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千
葉
県
病
院
局
長 

 

山 

崎 
 

晋
一
朗 

 
 

千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
七
号 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
□
平
成
十
六
年
千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
七
号
□
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
中
□
営
利
企
業
従
事
等
許
可
願
□
を
□
兼
業
許
可
願
□
に
改
め
る
□ 

 

別
記
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 
 

         

別
記
第
七
号
様
式
中
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
を
□ 

 
 

 
 

□
に
□
□ 

 
 

 

□
を 

□ 
 

 

□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
管
理
規
程
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

こ
の
管
理
規
程
の
施
行
前
に
□
改
正
前
の
千
葉
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た

用
紙
は
□
こ
の
管
理
規
程
の
施
行
後
に
お
い
て
も
□
当
分
の
間
□
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
□ 

  

千
葉
県
病
院
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す

る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
長 

 

山 

崎 
 

晋
一
朗 

 
 

千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
八
号 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
病
院
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
□
平
成
十
六
年
千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二
十

号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
十
一
条
□
見
出
し
を
含
む
□
□
中
□
初
任
給
調
整
手
当
□
を
□
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
□
に
改

め
□
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
□ 

 

□
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
□ 

第
十
一
条
の
二 

条
例
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
給
料
月
額
等
を
考
慮
し
て
管
理
規
程
で
定
め
る

額
は
□
新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員
に
適
用
さ
れ
る
そ
の
採
用
の
日
に
お
け
る
給
料
表
の
給
料
月
額
の
う

ち
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
並
び
に
当
該
職
員
の
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
額
□
次
の
各
号
に
掲
げ

る
職
員
に
あ
□
て
は
□
当
該
各
号
に
定
め
る
額
□
並
び
に
こ
れ
に
地
域
手
当
の
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額
の
合
計
額
□
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
□
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
□
に
十
二
を

乗
じ
□
そ
の
額
を
服
務
規
程
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
た
も
の
で
除
し

て
得
た
額
□
そ
の
額
に
五
十
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
□
五
十
銭
以
上
一
円

未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
□
□
以
下
□
特
定
額
□
と
い
う
□
□
と

す
る
□ 

 

一 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員 

当
該
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料

表
の
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
給
料
月
額
の
う
ち
□
当
該
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た
額 

 

二 

附
則
第
二
十
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員 

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
給
料
月

額
の
う
ち
□
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
当
該
職
員
の
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
額
に
百
分
の

七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
□
当
該
額
に
□
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
□

五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
□
□ 

２ 

条
例
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
在
勤
す
る
地
域
に
お
け
る
民
間
の
賃
金
の
最
低
基
準
を
考
慮

し
て
管
理
規
程
で
定
め
る
額
は
□
新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員
の
在
勤
す
る
地
域
に
応
じ
た
そ
の
採
用
の

日
に
お
け
る
地
域
別
最
低
賃
金
□
最
低
賃
金
法
□
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
□
第
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
地
域
別
最
低
賃
金
を
い
う
□
□
の
額
□
以
下
□
基
準
額
□
と
い
う
□
□
と
す
る
□ 

３ 

第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
の
月
額
は
□
基
準
額
と
特
定
額
と
の
差
額
に
服
務
規
程
第
六
条
第
一
項
に

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

8

年

3 

月

31

日 

号 
 

外 

 

第
二

号
様

式
（

第
四

条
第

一
項

）
 

営
利

企
業

従
事

等
許

可
願

 
兼

業
許

可
願

 

収
入

額
 

報
酬

額
等

 



 
 

 

二 
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規
定
す
る
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
て
得
た
数
を
乗
じ
□
そ
の
額
を
十
二
で
除
し
て
得
た
額
□
そ
の

額
に
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
□
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
□
□
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
に
あ
□
て
は
当
該
額
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
□
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
□
て
は
当

該
額
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤

務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
□
育
児
休
業
法
第
十
八
条
第
一
項
又
は
任
期
付
職
員
条
例
第
四
条
の
規
定

に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
あ
□
て
は
当
該
額
に
服
務
規
程
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ

た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て

得
た
額
と
し
□
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
□
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す

る
□
□
と
す
る
□ 

４ 

条
例
第
六
条
の
二
第
二
項
の
管
理
規
程
で
定
め
る
職
員
は
□
当
該
職
員
を
新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員

と
み
な
し
て
同
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た
な
ら
ば
特
定
額
と
し
て
算
定
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
額
□
以
下
□
権
衡
職
員
特
定
額
□
と
い
う
□
□
が
基
準
額
を
下
回
る
職
員
と
す
る
□ 

５ 

第
三
項
の
規
定
は
□
前
項
に
規
定
す
る
職
員
の
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
の
月
額
に
つ
い
て
準
用
す

る
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
第
三
項
中
□
特
定
額
□
と
あ
る
の
は
□
□
権
衡
職
員
特
定
額
□
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
□ 

６ 

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
□
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
に
関
し
て
は
□
知
事
の
事
務
部

局
の
一
般
職
の
職
員
の
例
に
よ
る
□ 

 

第
十
五
条
第
一
項
中
□
月
の
一
日
か
ら
そ
の
月
以
後
の
月
の
末
日
ま
で
の
期
間
と
し
て
局
長
が
定
め
る

期
間
□
以
下
□
支
給
対
象
期
間
□
と
い
う
□
□
□
を
□
支
給
単
位
期
間
□
に
□
□
支
給
対
象
期
間
の
□
を

□
支
給
単
位
期
間
の
□
に
改
め
□
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

２ 

条
例
第
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
交
通
の
用
具
は
□
自
動
車
そ
の
他
の
原
動
機
付
の
交
通
用
具
及
び

自
転
車
と
す
る
□
た
だ
し
□
地
方
公
共
団
体
又
は
国
の
所
有
に
属
す
る
も
の
を
除
く
□ 

 

第
十
五
条
第
七
項
を
同
条
第
十
項
と
し
□
同
条
第
六
項
中
□
条
例
第
十
条
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ

る
職
員
の
う
ち
□
□
を
削
り
□
□
支
給
対
象
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
□
第
二
項
第
二
号
□
を
□
支

給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
□
交
通
機
関
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
□
そ
の
合
計

額
□
□
第
三
項
□
に
□
□
額
及
び
□
を
□
額
□
□
に
□
□
支
給
対
象
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
□
を

□
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
□
新
幹
線
鉄
道
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
□
そ
の

合
計
額
□
及
び
前
項
第
一
号
に
定
め
る
額
□
に
改
め
□
□
前
各
項
□
の
下
に
□
□
第
二
項
を
除
く
□
□
□

を
加
え
□
□
支
給
対
象
期
間
に
□
を
□
当
該
職
員
の
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い

支
給
単
位
期
間
に
□
に
□
□
当
該
支
給
対
象
期
間
□
を
□
当
該
支
給
単
位
期
間
□
に
改
め
□
同
項
を
同
条

第
八
項
と
し
□
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
□ 

９ 

こ
の
条
に
お
い
て
□
□
支
給
単
位
期
間
□
と
は
□
通
勤
手
当
の
支
給
の
単
位
と
な
る
期
間
と
し
て
六

箇
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
一
箇
月
を
単
位
と
し
て
局
長
が
定
め
る
期
間
□
自
動
車
等
及
び
駐
車
場
等

に
係
る
通
勤
手
当
に
あ
□
て
は
□
一
箇
月
□
を
い
う
□ 

 

第
十
五
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
□
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
□ 

７ 

条
例
第
十
条
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
□
自
動
車
等
の
駐
車
の
た
め
の
施
設
□
そ
の
所

在
地
及
び
利
用
形
態
が
局
長
が
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
□
以
下
□
駐
車
場
等
□
と
い

う
□
□
を
利
用
し
□
そ
の
料
金
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
□
局
長
が
定
め
る
職
員
を
除

く
□
□
の
通
勤
手
当
の
額
は
□
前
各
項
□
第
二
項
を
除
く
□
□
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
次
の
各
号
に

掲
げ
る
通
勤
手
当
の
区
分
に
応
じ
□
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
□ 

 

一 

駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当 

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
□
五
千
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
一
箇
月

当
た
り
の
駐
車
場
等
の
料
金
に
相
当
す
る
額
と
し
て
局
長
が
定
め
る
額 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
以
外
の
通
勤
手
当 

前
各
項
□
第
二
項
を
除
く
□
□
の
規
定
に
よ
る
額 

 

第
十
五
条
第
四
項
中
□
□
第
一
項
□
の
下
に
□
□
第
三
項
□
を
加
え
□
□
支
給
対
象
期
間
に
つ
き
□
局

長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
そ
の
者
の
支
給
対
象
期
間
の
通
勤
に
要
す
る
特
別
料
金
等
の
額
に

相
当
す
る
額
□
以
下
□
特
別
料
金
等
相
当
額
□
と
い
う
□
□
及
び
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
額
又
は
前
項
の

規
定
に
よ
る
額
の
合
計
額
□
を
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
の
区
分
に
応
じ
□
当
該
各
号
に
定
め
る

額
□
に
改
め
□
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
□ 

 

一 

新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
に
係
る
通
勤
手
当 

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
□
局
長

が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
当
該
職
員
の
支
給
単
位
期
間
の
通
勤
に
要
す
る
特
別
料
金

等
の
額
に
相
当
す
る
額
□
以
下
□
特
別
料
金
等
相
当
額
□
と
い
う
□
□ 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
以
外
の
通
勤
手
当 

第
一
項
□
第
三
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
額 

 

第
十
五
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
□
同
条
第
三
項
中
□
支
給
対
象
期
間
に
□
を
□
支
給
単
位
期
間

に
□
に
□
□
自
転
車
等
□
を
□
自
動
車
等
□
に
□
□
第
一
項
に
規
定
す
る
額
及
び
前
項
に
規
定
す
る
額
に

そ
の
者
の
支
給
対
象
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
□
を
□
第
一
項
及
び
前
項
に
定
め
る
額
□

に
□
□
前
項
に
規
定
す
る
額
に
そ
の
者
の
支
給
対
象
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
□
を
□
前
項
に
定
め

る
□
に
改
め
□
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
□
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
□ 

３ 

条
例
第
十
条
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
支
給
す
る
通
勤
手
当
の
額
は
□
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
□
六

万
七
千
二
百
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
自
動
車
等
□
同
号
に
規
定
す
る
自
動
車
等
を
い
う
□
以
下
同

じ
□
□
の
使
用
距
離
の
区
分
に
応
じ
て
別
表
第
二
十
三
に
掲
げ
る
額
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う

ち
支
給
単
位
期
間
に
お
け
る
一
箇
月
当
た
り
の
平
均
通
勤
所
要
回
数
が
十
回
に
満
た
な
い
職
員
に
あ
□

て
は
□
そ
の
額
か
ら
□
そ
の
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
□
と
す
る
□ 

 

一 

条
例
第
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員 

 
二 

服
務
規
程
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
修
学
部
分
休
業
の
承
認
□
以
下
□
修
学
部
分
休
業

の
承
認
□
と
い
う
□
□
を
受
け
た
職
員 

 

三 
服
務
規
程
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
□
以
下
□
高
齢
者
部
分

休
業
の
承
認
□
と
い
う
□
□
を
受
け
た
職
員 

 

四 

短
時
間
勤
務
職
員 

 

五 

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等 

 

第
十
七
条
第
六
項
中
□
初
任
給
調
整
手
当
□
を
□
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
□
に
改
め
る
□ 

 

第
二
十
二
条
第
二
項
中
□
初
任
給
調
整
手
当
□
の
下
に
□
□
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
及
び
第
二
種
初
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片
道

の
使
用

距
離
 

手
当

額
 

  
職

員
の

区
分
 

普
通

自
動
車

等
使
用

者
 

片
道

の
使
用

距
離
  

 

任
給
調
整
手
当
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
□
を
加
え
る
□ 

 
第
三
十
五
条
の
二
第
二
項
中
□
初
任
給
調
整
手
当
□
を
□
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
□
に
改
め
る
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

別
表
第
十
二
６
級
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 

に
改
め
る
□ 

 

別
表
第
二
十
一
病
院
の
項
が
ん
セ
ン
タ
□
の
目
診
療
部
長
及
び
薬
剤
部
長
以
外
の
部
長
□
局
長
が
定
め

た
も
の
を
除
く
□
□
の
節
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

副
薬
剤
部
長 

四
種 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

別
表
第
二
十
三
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 □ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
に
□ 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

自
転
車
等
使
用
者
の
欄
を
削
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
管
理
規
程
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
□
令
和
四
年
千
葉
県
条
例
第
二
十

七
号
□
以
下
□
令
和
四
年
改
正
条
例
□
と
い
う
□
□
附
則
第
十
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
は
□

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
□
昭
和
五
十
九
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
□
第
十
三
条
又
は
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
□
以
下
□
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
□
と
い
う
□
□
と

み
な
し
て
□
改
正
後
の
千
葉
県
病
院
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
□
以
下
□
改
正
後
の
管
理
規

程
□
と
い
う
□
□
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
□ 

３ 

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
□
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
□
改
正
後
の
管
理
規
程
第
十
一
条
の
二
第
三
項
□
同
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
の
規
定
を
適
用
す
る
□ 

 

□
施
行
日
前
か
ら
駐
車
場
等
を
利
用
し
て
い
る
職
員
の
届
出
□ 

４ 

こ
の
管
理
規
程
の
施
行
の
日
前
か
ら
駐
車
場
等
□
改
正
後
の
管
理
規
程
第
十
五
条
第
七
項
に
規
定
す

る
駐
車
場
等
を
い
う
□
□
を
利
用
し
て
い
る
職
員
で
あ
□
て
□
引
き
続
き
当
該
駐
車
場
等
を
利
用
す
る

こ
と
に
よ
り
同
日
に
お
い
て
同
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
□
た
者
は
□
局
長
が
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
□
そ
の
実
情
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

  

千
葉
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
長 

 

山 

崎 
 

晋
一
朗 

 
 

千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
九
号 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
病
院
局
財
務
規
程
□
平
成
十
六
年
千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二
十
二
号
□
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
三
十
九
条
第
一
項
中
□
支
払
の
た
め
の
資
金
と
し
て
小
切
手
を
振
り
出
す
と
と
も
に
□
□
を
□
払
出

通
知
書
□
別
記
第
四
十
六
号
様
式
の
二
□
及
び
□
に
□
□
交
付
□
を
□
送
付
□
に
改
め
□
同
条
第
二
項
中

□
交
付
□
を
□
送
付
□
に
改
め
□
同
条
第
三
項
中
□
資
金
を
交
付
□
を
□
払
出
通
知
書
を
送
付
□
に
改
め

る
□ 

 

第
四
十
条
第
一
項
中
□
小
切
手
を
振
り
出
す
と
と
も
に
□
□
を
□
払
出
通
知
書
及
び
□
に
□
□
交
付
□

を
□
送
付
□
に
改
め
□
同
条
第
二
項
中
□
交
付
□
を
□
送
付
□
に
改
め
る
□ 

 

第
五
十
九
条
の
見
出
し
中
□
小
切
手
□
を
□
小
切
手
等
□
に
改
め
□
同
条
中
□
小
切
手
□
の
下
に
□
又

は
送
付
し
た
払
出
通
知
書
□
を
加
え
る
□ 

 

第
八
十
八
条
及
び
第
八
十
九
条
第
一
項
中
□
第
七
十
三
条
第
二
号
□
を
□
第
七
十
三
条
各
号
□
に
改
め

る
□ 

 

様
式
目
次
の
表
四
十
六
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

四
十
六
の
二 

払
出
通
知
書 

第
三
十
九
条
第
一
項 

 

別
記
第
四
十
六
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
□ 

              

「
２

 
科

部
長

の
職

務
 

 
３

 
主

任
上

席
専

門
員

の
職

務
」

 
 

２
 

副
薬

剤
部

長
 

 

３
 

科
部

長
の

職
務

 
 

４
 

主
任

上
席

専
門

員
の

職
務

 
 

「
別

表
第

二
十

三
（

第
十

五
条

第
二

項
第

二
号

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

普
通

自
動

車
等

使
用

者
等

に
係

る
通

勤
手

当
の

月
額

表
」

 

別
表

第
二

十
三

（
第

十
五

条
第

三
項

）
 

 

に
改
め
□
同
表
原
動
機
付 



 
 

 

四 
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払
 
出
 
通
 
知
 
書
 

 

年
 
 
月
 
 
日

 

下
記
の
金
額
を
当
座
預
金
口
座

か
ら
払
い
出
し
て
く
だ
さ
い

。
 

 

 
 
 
様
 

 

千
葉

県
病

院
局

企
業

出
納
員
 
 

 
 

 
 

 
□ 印

 

 

払
出

金
額
 

   
 
 
年
度
 
 
千
葉
県
病
院
事

業
会
計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

               
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

別
記
第
四
十
七
号
様
式
中
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
を
削
り
□
□ 

 
 

 
 

 

□
を
□ 

 

□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

               

                                    

第
四

十
六

号
様

式
の

二
（

第
三

十
九

条
第

一
項

）
 

 

こ
の

依
頼

書
に

添
付

の
小

切
手

に
よ

る
資

金
を

 
 

小
切

手
番

 
 

号
 

 
備

考
 

 

 
 

 

購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

一
二
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

 


